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ラーメン高架橋の効果的な補強方
法に関する調査
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国土交通省大臣官房会計課長
平垣内　久隆
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平成26年1月29日
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研究所
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会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３項
　通常、ラーメン高架橋の耐震対策は、ラーメン高
架橋の１ブロックすべての柱を補強しているところ
である。
　しかし、高架下が店舗等のテナントにより利用さ
れている箇所においては、高架下利用者との調整
に時間を要し、なかなか耐震補強が進まない現状
にあり、耐震補強を実施していくにあたって、耐震
性能を早期かつ効果的に向上させる方策につい
て検討することは耐震対策のより一層の推進に資
することが想定される。
　そのため、補強途中段階でのラーメン高架橋の
地震時応答解析、補強途中段階でのラーメン高架
橋の耐震性能並びにこれが構造物全体に及ぼす
影響及び効果的な耐震補強工法について検討す
る必要がある。
　本業務の実施にあたっては、鉄道技術について
豊富な知識及び経験を有している必要があり、さ
らに、当該報告書をまとめるにあたっては、鉄道事
業者からの協力を得ることができる体制を有する
ことが必要である。
　当該法人は、提案要領に基づき企画競争を実施
し評価した結果、高い評価を受けて選定された法
人であり、会計法第２９条の３第４項の契約の性質
又は目的が競争を許さない場合に該当する。
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本図書は、河川業務担当者が河川管理業務、河
川改修事業の工事計画及び実施業務等を遂行す
る際に用いる必要な関係法令、通知等が編集され
たものであるが、当該法人のみが作成、販売して
いるもので一般書店等では販売されていない。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号により随意契約を行
う。

1,663,200 1,663,200 100.0% － 公社 国所管 1者 －

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。
（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。
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及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開
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